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令和６年９月議会定例会町長行政報告 

 

 本定例会は、令和５年度一般会計歳入歳出決算を

はじめ、２８件の案件についてご審議をお願いする

次第でありますが、提出議案の説明に先立ち、本年

６月以降に生じました主なる事項についてご報告申

し上げます。 

 

 はじめに、令和５年度の財政状況について申し上

げます。 

 経常収支比率は、災害に起因した税収の落ち込み

などにより、前年度から１．３ポイント増の９４．

４パーセントとなり、財政の硬直化が課題となって

おります。 

 一方、実質公債費比率は、令和４年度に行った起

債の繰上償還や八郎湖周辺クリーンセンターの建設

債の償還終了などにより、前年度比０．５ポイント

減の９．０パーセントとなっております。また、将

来負担比率は、公債費等の償還に充てることができ

る「充当可能基金」が大雨災害への財政出動などに
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より減少したことなどから、前年度比５ポイント増

の５７．１パーセントとなっております。 

 なお、財政調整基金の残高は、昨年７月の大雨災

害対応により４億８千万円取り崩しましたが、他の

基金を廃止して整理したことなどにより、前年度か

ら２億８,２９９万７千円減の１０億２８２万３千

円となっております。 

 

 次に、総務課関係の電子入札システムの導入につ

いて申し上げます。 

 入札手続きの簡素化と事務の効率化を目的に、電

子入札システムの１０月の導入に向けて、現在作業

を進めているところです。 

システムは、今のところ土木工事のみに限定して

運用する予定でありますが、利用にはパソコンや 

ＩＣカード等の準備が必要であるほか、システムの

操作に不慣れな事業者もいらっしゃることから、今

後は使用開始に向けて事業者のサポートに努めてま

いります。 
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次に、まちづくり課関係の独立行政法人国際協力

機構ジャイカとの新たな連携について申し上げま

す。 

 ジャイカが派遣前の海外協力隊を対象に実施する

グローカルプログラムが、昨年に引き続き、五城目

町で実施されております。今年度は４名の実習生が

当町を訪れ、地域活性化や地方創生に取り組んでく

ださいましたが、ジャイカによりますと、五城目町

を選択する実習生が増加する傾向にあるとのことで

あります。 

町といたしましては、地域活性化、国際交流機会

の創出、帰国後の隊員の移住推進をめざし、今後も

ジャイカと連携してまいりたいと考えており、国の

地域おこし協力隊制度を活用したプログラム支援予

算を本定例会に計上しております。 

 次に、企業版ふるさと納税について申し上げます。 

６月に企業版ふるさと納税を開始するための計画

を国に提出しておりましたが、８月１９日に認定を

受け、８月２０日より寄附の募集を開始しておりま

す。しごとづくりや町外からの移住促進など、地方
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創生総合戦略に掲載する町独自の事業への寄附充当

をＰＲしながら、今後も積極的に企業への寄附を呼

びかけてまいります。 

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。 

 ５月から地域おこし協力隊として活動する鹿内和

朗さんでありますが、さまざまなイベントにおいて

町の魅力を発信し、県内外から４５人の方を町内に

招き、移住体験の支援や町民との交流会などを行っ

ていただいております。今後も、積極的な活動によ

り、移住促進や関係人口の増加を図ってくださるも

のと期待しております。 

次に、デジタル専門監の任用について申し上げま

す。 

ＤＸ推進につきまして、デジタル化による業務改

善などを進めるため、新たに役場内にデジタル専門

監を任用するための予算を本定例会に計上しており

ます。 

 

次に、税務課関係について申し上げます。 

令和６年度の町税の賦課について申し上げます。 
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７月３１日現在の現年度の調定額は、一般税、国

保税の総額で８億４００万円となり、前年と比べ、

８.０パーセント、７，００７万円下回っております。 

町民税については、個人町民税は農業所得等の減

少や定額減税により、調定額が１５.６パーセント減

額しており、法人町民税は法人税割分の増加により

０.９パーセントの増額となっております。 

固定資産税については、土地の下落のほか、３年

ごとの評価替えにより、調定額が２.９パーセント減

額しております。 

軽自動車税については、種別割が０.２パーセント

の増額、環境性能割は４４.５パーセントの増額とな

っております。 

また国民健康保険税については、国保加入者の人

数や所得の減少等により、調定額は１０.３パーセン

ト減額しております。 

町税を取り巻く環境は厳しい状況でありますが、

引き続き、個々の事情をより深く考慮し、きめ細や

かで、丁寧な納税相談を実施するとともに、町民の

皆様のご理解とご協力を得て自主財源の確保に最善
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を尽くしてまいります。 

 

次に、住民生活課関係について申し上げます。 

地域防災計画の改訂について申し上げます。 

７月１日、地域防災計画改訂支援業務委託契約を

締結し、現在、受託事業者が計画改訂に関する法改

正や国・県の上位計画、令和５年７月大雨災害の検

証結果などの情報収集や整理を進めているところで

す。 

今後は、町防災会議を開催し、改訂方針等につい

て協議を行うとともに、パブリックコメントや地区

住民説明会を実施しながら計画改訂を進めてまいり

ます。 

次に、地域版タイムライン作成研修について申し

上げます。 

８月２２日、一般財団法人消防防災科学センター

から講師をお招きし、湯ノ又・富田・上山内・下山

内町内会を対象に、地域ごとの防災行動を検討する

地域版タイムライン作成研修を行っております。 

当日は、町内会の皆様や介護事業者などが参加し、
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行動計画の作成方法を学んでいただいております。 

次に、災害救助法に基づく応急修理制度について

申し上げます。 

昨年７月の大雨により被災した住宅の応急修理に

ついては、７月１２日を完了期限として２２５件の

支援を行っております。 

 

次に、消防関係について申し上げます。 

はじめに、消防訓練大会について申し上げます。 

６月２３日に実施した町消防訓練大会において、

３年連続の優勝を果たした第１０・１１分団が、７

月２１日に男鹿市で開催された県消防協会男鹿潟上

南秋支部消防操法大会に出場し、準優勝に輝いてお

ります。 

次に、救急隊員セミナーについて申し上げます。 

１０月１６日、当町を会場に第２９回秋田県救急

隊員セミナーが開催される予定です。 

当日は、救急隊員のほか、医師、看護師などの医

療関係者約２５０人が参加する予定であり、現在、

開催地事務局として準備を進めているところです。 
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次に、健康福祉課関係について申し上げます。 

はじめに、新型コロナウイルスワクチンについて

申し上げます。 

新型コロナウイルスワクチンの接種は、令和６年

度から予防接種法上の定期接種に位置付けられ、高

齢者の重症化予防と重症者を減らす事を目的として

１０月より開始いたします。今後も、町内医療機関

や関係機関等と連携して準備を進めてまいります。 

次に、こども計画策定状況について申し上げます。 

８月６日に発送したアンケート調査が終了し、現

在、結果を集計しております。ワークショップは  

１０月から１１月に開催を予定しており、多くの方

に参加していただけるよう、日時や場所、方法など

について検討しているところです。 

次に、コミュニティナース事業について申し上げ

ます。 

 現在、集落支援員事業と連携して個別訪問を行っ

ており、情報共有を行いながら、定期的に見守りが

必要な方の継続訪問や、サービスが必要な方を関係
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機関につなぐ支援を行っています。 

 また、高齢者の通いの場である地域のサロンや地

区公民館での活動を広げ、コミュニティの強化を支

援するとともに、今後は、ほかの民間組織ともつな

がり、コミュニティナース活動を充実させながら、

本町の実情に合った支援体制の仕組みづくりを進め

てまいります。 

 次に、個別避難計画事業について申し上げます。 

 町では、災害発生時などに避難が難しい一人暮ら

しのご高齢の方などを対象に、より迅速に避難でき

るようにするための個別避難計画書の作成に向けて

準備を進めております。 

今後は、ケアマネジャーなどの介護・福祉の専門

家からご意見を伺いながら、個別避難計画書の作成

を進めてまいります。 

 

次に、農林振興課関係について申し上げます。 

はじめに、大雨による農地や林道施設の被害につ

いて申し上げます。 

６月３０日、７月２５日の大雨により、馬場目恋
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地の滝ノ沢地区と内川浅見内地区の農地が冠水した

ほか、土砂流入などの被害を受けております。 

また、林道施設では、内川浅見内滝ノ下付近で路

面の洗堀や横断水路の閉塞などの被害があったこと

から、復旧に向けて工事を進めてまいります。 

次に、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画

の策定状況について申し上げます。 

町では、地域の協議により将来の農地利用の姿を

明確化する「地域計画」の策定を進めておりますが、

本年度末までの策定めざし、秋以降に各地域の農業

者との話し合いを行ってまいります。 

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。 

ツキノワグマの捕獲状況でありますが、昨年同時

期と比較し半数ほどで推移しております。また、昨

年度まで捕獲実績がなかったイノシシは、これまで

５頭を捕獲していることから、電気柵等の導入を補

助するための予算を本定例会に計上しております。 

また、今後は、箱わなの作動状況をメールで通知

し、見回り頻度を大幅に減らす捕獲通知システムを

導入し、対策にご尽力いただいている猟友会の皆様
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の負担軽減を図ってまいります。 

 

次に、商工振興課関係について申し上げます。 

はじめに、観光振興事業について申し上げます。 

猛暑期を避け、７月２８日に前倒しして開催され

た「きゃどっこまつり」は、あいにくの天気となり

ましたが、盛会裏に終了しております。 

企画運営に携わった実行委員会の方々をはじめ、

関係者の皆さまのご労苦に深く感謝を申し上げま

す。 

次に、ネコバリ岩について申し上げます。 

昨年７月の大雨により、ネコバリ岩までの区間が

通行止めとなっている県道秋田八郎潟線について

は、本年度末までに復旧工事が完了する予定である

と県から連絡を受けております。 

また、「ネコバリ岩」に通じる連絡路等については、

大雨による損傷が著しいことから、整備に関する予

算を本定例会に計上しております。 

次に、朝市振興について申し上げます。 

令和７年度の全国朝市サミット開催に向けて、 
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１０月１９日から青森県八戸市、舘鼻岸壁朝市にお

いて開催される全国朝市サミットの視察を朝市出店

者や朝市振興委員会の皆様と行うため、参加に要す

る予算を本定例会に計上しております。 

 

次に、建設課関係について申し上げます。 

はじめに馬場目圏域河川整備計画について申し上

げます。 

３月２８日に開催された第１回馬場目圏域河川整

備計画検討委員会にはじまり、４月開催の各地区に

おける事業説明会、５月２３日に開催された公聴会

により町民の意見を受け、６月２６日、当町で２回

目となる検討委員会が開催され、新たな河川整備計

画案が了承され、８月１９日付で国の認可を得てお

ります。今後は、本計画における事業期間である令

和１４年度までの期間で各河川の改修・整備に順次

着手する予定となっております。 

次に、ＩＰカメラを活用した防災に関する実証実

験について申し上げます。 

８月１９日、株式会社秋田ケーブルテレビと覚書
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を締結し、令和７年３月まで、上田町地区の農業排

水路、東磯ノ目地区の都市下水路樋門、大川下樋口

地区のＪＲ高架下部の町道にカメラを設置していた

だいております。 

全ての設置箇所がインターネットを通じて監視で

きることから、今後は、防災への活用等について検

証していくこととしております。 

次に、下水道事業における内水浸水対策について

申し上げます。 

昨年７月の未曾有の大雨による浸水被害について

は、浸水要因の解析結果により、河川水位の上昇に

伴い河川水が排水路を通じて市街地に逆流した内水

氾濫が確認されたことから、 

１．下水道事業計画に基づく排水路の整備 

２．排水樋門の自動化 

３．排水ポンプ施設の整備 

４．ため池の活用及びソフト対策の推進 

の４項目を内水浸水対策の柱として事業を具体化

してまいります。 

ハード面の整備による被害軽減のほか、内水浸水
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想定区域図や内水ハザードマップによるリスク情報

の公表により、更なる被害の軽減が図られるよう対

策を進めてまいります。 

次に、県管理河川の維持工事について申し上げま

す。 

県では今年度、４箇所の維持工事発注を予定して

おりますが、下山内地内と上町地内の伐木、河道掘

削、上樋口地内の河道掘削の３箇所について契約、

施工しております。 

 

次に、学校教育課関係について申し上げます。 

はじめに、中学校総合体育大会の結果について申

し上げます。 

７月６日から１５日まで県中学校総合体育大会が

開催され、柔道個人階級別で男女各１名が３位入賞

し、そのうち男子１名が東北大会に出場しておりま

す。また、バドミントンでは、４名の五一中生が加

入する八郎潟町のクラブチームが女子団体で準優勝

を果たし、東北大会に出場しております。 

次に、全国学力・学習状況調査について申し上げ
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ます。 

４月１８日、小学６年生と中学３年生を対象に実

施された全国学力・学習状況調査の結果について、

五城目小学校・五城目第一中学校ともに国語、算数・

数学の正答率が、全国平均と県平均を上回り、特に

中学校の数学について、全国平均を１０ポイント上

回っていたとの報告を受けております。 

今後も引き続き、確かな学力の定着に向けて、Ｉ

ＣＴの活用など児童生徒一人一人に応じた指導に努

めてまいります。 

次に、外国青年招致事業について申し上げます。 

令和４年８月から外国語指導助手として勤務して

いただいたゾーイ・フェルさんが、７月３１日に退

任され、新たにアメリカ合衆国ワシントン州出身の

マシェイラ・レモンズさんが着任し、８月２６日か

ら勤務を開始しております。 

次に、町・千代田区児童双方向交流事業について

申し上げます。 

 町・千代田区を合わせて新たに６名の支援員が加

わり、８月９日から１１日までの３日間、五城目町
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を会場に実施した交流会は、コロナ禍後初となるホ

ームステイの受け入れを行っております。来年１月

には、舞台を千代田区に移し交流を行うことになっ

ております。 

 

次に、生涯学習課関係について申し上げます。 

８月１５日、五城目小学校を会場に「二十歳のつ

どい」が開催され、実行委員会の皆様が式典と講演

会を行っております。対象となった７１名のうち、

５１名の出席を得て、二十歳の門出をお祝いしてお

ります。 

 

次に、令和５年度各会計の決算概要について、ご

報告申し上げます。 

各会計の決算につきましては、７月９日から１６

日までの間、小玉睦男、石井光雅、両監査委員より

慎重な審査をお願いし、審査結果の意見書を付して

頂いております。 

一般会計につきましては、 

歳入総額  ８１億９,７５９万８,７０３円 
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歳出総額  ７７億３,２３７万  ８５６円 

差 引 額   ４億６,５２２万７,８４７円 

翌年度へ繰り越すべき財源、 

９,８９２万８,９００円を差し引き、実質収支額

は、３億６,６２９万８,９４７円となります。 

このほか、４つの特別会計につきましても、実質

収支額で黒字決算となっております。 

水道事業会計につきましては、給水人口の減少、

経年劣化した設備の更新費用増加、昨年７月の大雨

による浄水場の復旧費用などにより、純損失の額は

３,４３７万６,１６６円となりました。 

また、下水道事業会計では、 

純利益 ７５３万８,５０３円の決算です。 

各会計においては、引き続き適正な収入の確保に

努めるとともに、健全な財政運営に努めてまいりま

す。 

 

以上、本年６月以降に生じました主なる事項につ

いてご報告申し上げましたが、提出議案につきまし

ては、議案上程の際にご説明申し上げますので、ご
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審議のうえご可決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

なお、各課室に係るその他の事項や災害対応につ

きましては、「課室別報告事項」にとりまとめ、別紙

のとおり報告申し上げ、行政報告を終わらせていた

だきます。 


